
 

新潟市中部下水処理場広告貸出スペース設置事業仕様書 

 
１．募集内容 

（１）事業名称 
   新潟市中部下水処理場広告貸出スペース設置事業 
（２）事業内容 
   広告貸出スペース設置事業を行う者（以下、事業者という。）が、新潟市中部下水処理場の

敷地一部を使用し、広告貸出スペースを設置する。なお、広告貸出スペースには広告主を募

集し、広告による適切な事業運営を行う。 
（３）設置場所 
   新潟市中央区太右衛門新田 1422 番地 3 及び中央区鳥屋野 359-21 ※別紙参照 
（４）設置日、期間等 

①令和 7 年 3 月 31 日（月）までに設置すること。なお、設置工事等の日程については、市

と協議すること。 
②設置に係る市有財産の貸付期間は、令和 7 年 2 月 1 日から令和 12 年 1 月 31 日までの 5 年

間とする。また、貸付期間は設置工事の期間を含める。 
（５）広告貸出スペース本体の構造、設置等 
  ①広告貸出スペースを設置するための貸付面積は 5.76 ㎡とする。高さは 5m 程度を目安とし

て、貸付面積の範囲内で設置すること。 
②主要地方道新潟亀田内野線から見られる中部下水処理場敷地に、新潟市屋外広告物条例の

規格基準を踏まえ製作すること。 
  ③本体は、広告枠で構成すること。 
  ④鋭利な角や縁、突起物等がない構造とし、その他道路の利用者等に危険を生じさせること

がない構造とすること。 
  ⑤設置場所における、年間を通した気象状況の環境下でも、使用に耐え得る構造とすること。 
  ⑥広告枠は確実に固定するとともに、地震等その他いかなる時も、転倒や落下をしないよう、

十分な対策措置を講じて設置すること。なお設置期間中に、万一事故等が発生した場合は、

事業者の責任において解決すること。 
  ⑦周囲と調和の取れた色合い・デザインとすること。 
  ⑧設置場所においては、植栽はむやみに剪定せず、雑木等は本市と十分に協議確認の上に除

去すること。 
（６）広告枠 
  ①広告枠の部分には広告主の広告を表示し、写真・名称・電話番号等について表示すること

ができる。 
②本体内に収まる大きさで作成し、一枠が極端に大きくならないようにすること。 

  ③広告枠において広告を掲載できる者及び広告内容等については、「新潟市広告掲載要綱」及

び「新潟市広告掲載基準」に定めるところによる。 
（７）広告の内容審査について 
  ①広告の掲載にあたっては、内容審査を行うための期間を考慮し、市がその都度定める期限



 

までに広告物の出力見本を提出すること。 
  ②広告物の出力見本の提出後、本市において内容審査を行い、結果を通知する。このとき、

本市は必要に応じて修正等の措置を求めることができ、事業者は、速やかに対応しなけれ

ばならない。なお、修正等に係る費用は、事業者が負担すること。 
（８）広告内容の責任について 
  ①広告内容等に関する一切の責任は事業者が負うものとし、本市は一切の責任及び負担を負

わない。 
  ②事業者は、広告内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと、及び、広告内容等に

関わる財産権のすべてについて合理的な権利処理が完了していることを保証すること。 
  ③本市に対して、第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、事

業者の責任及び負担において解決するものとし、本市は責任及び負担を負わない。 
  ④広告の掲載にあたっては、当該広告が民間事業者の広告であることを明確にするため、民

間事業者等の広告欄であることを注記すること。また、必要に応じて広告の内容に関する

責任の帰属に関すること、その他必要な事項についても注記すること。 
（９）その他 

①広告物の設置に際し、新潟市屋外広告物条例の規定による屋外広告物許可申請を行うこと。 
②破損、汚損等についてのメンテナンスをその都度行うこと。 
③広告貸出スペースの撤去時には原状回復すること。 

 
２．賃貸借契約の締結及び経費負担等 

（１）設置に当たっては、新潟市公有財産規則に基づき、市に公有財産貸付申請書を提出し、市

有財産賃貸借契約を締結すること。 
（２）本事業に関する一切の費用（製作設置・運用・維持管理・移転撤去・剪定・その処分等に

係る費用）は、事業者が負担すること。 
（３）市の発行する納入通知書により、期日までに貸付料を納めること。 
（４）貸付料は一般競争入札の落札者の入札価格（年額）とする。 
  ①基本分・・・土地の使用料に相当する額 
   （参考：令和 6 年度 1 ㎡当たり年間 1,949 円） 
  ②広告分・・・広告料に相当する額 
（５）納入された貸付料等は返還しない。ただし、市の責めに帰すべき理由で、広告等を掲載で

きなかった場合は、別途協議するものとする。 
（６）合理的な理由により、広告貸出スペース本体の移動等の必要が生じた場合は、事業者はそ

の指示に従わなくてはならない。なお、当該指示に従うことにより生じる費用は、事業者

が負担する。 
 
３．その他 

（１）事業者は、広告主の募集・決定、広告物の事前確認、広告物の掲出、その他広告主との調

整など広告掲載に係る一切の業務を行うこととする。 
（２）①事業者は、第三者に対し、業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし、あら



 

かじめ本市の書面による承諾を受けたときはこの限りではない。 
   ②再委託を行うときは、再委託先の名称及び再委託する業務の内容を書面により本市に通

知するものとする。 
   ③再委託を行うときは、再委託をしてこの契約に定める事業者の義務と同等の義務を遵守

させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、再委託先による当該義務違反は

事業者の違反とみなして、その一切の責任を負うものとする。 
（３）本市は、広告主又は広告内容が要綱等の基準を満たさなくなったとき、その他広告掲載す

ることが適当でないと認める事由が生じたときは、広告掲載の中止を指示することができ

るものとする。 
（４）広告物の内容等に疑義が生じた場合は、本市と十分に協議を行うものとする。 
（５）この仕様書に明記されていない細部の事項については、本市の指示に従うものとする。 
 
  



 

別紙 
 
■中部下水処理場周辺位置図 

 
出典 国土地理院 地理院地図電子国土 Web より新潟市下水道管理センターが加工 
 
 
■新潟市中部下水処理場広告貸出スペース設置イメージ 

設置想定/予定箇所（赤色部分） 

 

（新潟中央 IC側：2.16 ㎡×2箇所）        （中部下水処理場入口側：0.72 ㎡×2箇所） 
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広告貸出スペース設置 

新潟市中央区太右衛門新田 1422－3 
中部下水処理場用地 

令和 7 年 2 月 1 日~令和 12 年 1 月 31 日 



標準契約書１（普通貸付用） 

 

※印紙税 土地賃貸借は課税，建物のみ賃貸借は非課税 

 

契約番号を記入する 

▲新▲契第▲号 

 

 

市有財産賃貸借契約書 

 

 貸付人新潟市（以下「甲」という。）と借受人▲▲（以下「乙」という。）とは，次の条項により市有

財産賃貸借契約を締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は，信義を重んじ，誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ 乙は，貸付物件が市有財産であることを常に考慮し，適正に使用するように留意しなければならない。 

 （貸付物件） 

第２条 甲は，甲が所有する別紙表示の財産（以下「貸付物件」という。）を乙に貸し付け，乙はこ

れを借り受ける。 

 （使用目的） 

第３条 乙は，貸付物件を，広告貸出スペース設置の用途に自ら供さなければならない。 

２ 乙は，前項の使用目的を変更しようとする場合，書面により甲に申し出て，甲の承認を得なければな

らない。 

 （貸付期間） 

第４条 貸付期間は，令和７年２月１日から令和１２年１月３１日までとする。 

（貸付料） 

第５条 貸付料は，令和７年２月１日から令和１２年１月３１日までの期間については，次に掲げるとお

りとする。 

年次 期間 貸付料の額 

第１年次 令和７年２月１日から令和７年３月３１日まで 円 

第２年次 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 円 

第３年次 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 円 

第４年次 令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで 円 

第５年次 令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日まで 円 

第６年次 令和１１年４月１日から令和１２年１月３１日まで 円 

（貸付料の納付） 

第６条 前条に定める貸付料は，当該年度分を当該年度の４月３０日までに甲の発行する納入通知書によ

り納付しなければならない（４月３０日が土・日・祝日の場合は翌開庁日までとする）。ただし，令和

７年２月１日から令和７年３月３１日までの貸付料については，甲の発行する納入通知書の納付期限ま

でに納付しなければならない。 

（貸付料の改定） 

第６条の２ 甲は，貸付物件の価格が上昇し，貸付料が不相当になったときは，第５条の規定にかかわら

ず，貸付料の増額を請求することができる。 

２ 甲は，前項に定める貸付料の改定のときは，納付金額及び納付期限を遅滞なく乙に通知するものとし，

収入 

印紙 消
印 



乙は，これに同意するものとする。 

第７条 乙は，第５条による貸付料及び第１４条による違約金を甲が定める納入期限までに納入しない場

合には，納入期限の翌日から納入した日までの期間について，新潟市公有財産規則（昭和５９年規則第

１９号）で定める割合により算定した遅延損害金を甲に支払わなければならない。 

（権利譲渡等の禁止） 

第８条 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し又は乙が建設した建物その他の工作物に賃

借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。 

２ 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡してはならない。 

（契約不適合の際の責任）                                 

第９条 乙は，民法，商法及び本契約のその他の条項にかかわらず，貸付物件が種類，品質または数量に

関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完の請求，貸付料の減免及び損害賠償の請

求並びに契約の解除をすることができない。 

（使用上の制限） 

第１０条 乙は，貸付物件の形質変更又は当該物件上に所在する建物その他の工作物等の現状を変更しよ

うとするときは，事前に書面をもって甲に申請し，甲の承認を得なければならない。 

２ 甲は，前項に定める申請があったときは，その可否の決定を書面により乙に通知するものとする。 

（物件保全義務等） 

第１１条 乙は，善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全につとめなければならない。 

２ 乙は，貸付物件が天災その他の事由によって損壊し，第三者に損害を与えた場合には，その賠償の責

任を負うものとし，甲が乙に代わって賠償の責任を果たした場合には，乙に求償することができるもの

とする。 

 （実地調査等） 

第１２条 甲は，甲が必要と定めるとき，乙に対し必要な事項を実地調査し，又は参考となるべき資料そ

の他の報告を求めることができる。この場合において，乙は調査等を拒み，妨げ又は怠ってはならない。 

 （貸付物件の引渡し） 

第１３条 甲は，第４条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。 

 （違約金） 

第１４条 乙は，第４条に定める貸付期間中に，次の各号に定める事由が生じたときは，それぞれ当該各

号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。 

 （１）第３条又は第８条に定める義務に違反又は第１５条の２に該当した場合は，金▲円 

（２）第１０条第１項又は第１２条に定める義務に違反した場合は，金▲円 

２ 前２項に定める違約金は，第１９条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

 （契約解除） 

第１５条 甲は，次の各号の一に該当する場合は，この契約を解除することができる。 

 （１）甲又は他の公共団体において，貸付物件を公用又は公共の用に供するため必要とする場合 

 （２）乙がこの契約に定める条項に違反した場合 

 （暴力団排除措置による契約解除） 

第１５条の２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，催告を要することなく契約を解除する

ことができる。この場合において，解除により乙に損害があっても，甲はその損害の賠償の責任を負わ

ないものとする。 

 （１）暴力団又は暴力団員（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２条第２号に

規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員をいう。（以下「暴力団員等」という。以下この項

において同じ。））であると認められる場合 

 （２）役員等（乙が個人である場合にはその者を，乙が法人である場合にはその役員又はその支店若し

くは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい，法人以外の団体である場合は代表者，

理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。） が暴力団員等である

と認められる場合 

 （３）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合 

 （４）役員等が自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者



に損害を加える目的をもって暴力団員等を利用したと認められる場合 

 （５）役員等が，暴力団員等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力

団の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場合 

 （６）役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合 

 （貸付物件の返還） 

第１６条 乙は，第４条に定める貸付期間が満了した場合又は前２条の規定により契約が解除されたとき

は，自己の負担において貸付物件を原状に回復し，甲の指定する期日までに返還しなければならない。

ただし，甲が必要ないと認めたときはこの限りでない。 

２ 乙が，前項に定める措置を履行しない場合において甲がこれを執行したときは，それに要した経費は，

すべて乙が支弁するものとする。 

 （貸付料の精算） 

第１７条 甲は，第１５条又は第１５条の２の定めにより契約が解除された場合には，既納の貸付料を日

割で精算し，未経過期間にかかる貸付料を乙に還付するものとする。 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第１８条 乙は第４条に定める貸付期間が満了し，契約が更新されないとき又は第１５条若しくは第１５

条の２の規定により契約が解除された場合において，貸付物件を返還しようとするときは，乙が支出し

た必要経費又は有益費等があってもその償還等の請求をすることができないものとする。 

 （損害賠償） 

第１９条 乙が，この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは，その損害を賠償しな

ければならない。 

 （契約の費用） 

第２０条 この契約の締結に要する費用は，乙の負担とする。 

 （特約又は特例等の措置） 

第２１条 この契約についての特約又は特例その他必要な事項については，別紙により定める。 

 （協議） 

第２２条 この契約に定めのない事項について問題が生じたとき，又はこの契約条項の解釈について疑義

が生じたときは，甲乙協議のうえ解決するものとする。 

 （裁判管轄） 

第２３条 本契約に関する訴えの管轄は，新潟市を管轄区域とする新潟地方裁判所とする。 

 

 

 

 

 

 

 

この契約を証するため本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

  令和▲年▲月▲日 

 

貸付人   （甲）  新潟市 

               新潟市長 中原 八一 

 

借受人   （乙）  住所 ▲▲ 

           氏名 ▲▲               印 

 

連帯保証人      住所 ▲▲ 

           氏名 ▲▲               印 

 



別紙  

第２条の規定による貸付物件の表示 

土地 

物件の所在地 面積 

新潟市中央区太右衛門新田１４２２－３（中部下水処理場敷地内） 

新潟市中央区鳥屋野３５９－２１（中部下水処理場敷地内） 

４．３２㎡ 

１．４４㎡ 

 

第２１条の規定による特約または特例等の事項 

（１）設置物に起因して，貸付財産の全部又は一部を滅失，毀損したとき，又は第三者に損害 

を与えたときは，その損害を賠償しなければならないものとする。 

（２）設置物の盗難・破損等に対し，市は一切の責任を負わないものとする。 

（３）連帯保証人に変更が生じた場合は速やかに甲に届け出ること。 

 

 

 


